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1. はじめに 

DAPs (Downlink Aircraft Parameters)は，

SSR （ 二 次 監 視 レ ー ダ ；  Secondary 
Surveillance Radar）モードSのデータリンクを

用いて，航空機の動態情報をダウンリンクする

機能である。動態情報には，航空機の磁方位，

指示対気速度，対地速度，ロール角等の状態情

報，および選択高度等の意図情報が含まれる。

DAPs を 航 空 交 通 管 制 （ ATC; Air Traffic 
Control）に利用することにより，航空機の動態

情報を地上で自動的に取得できるため，管制官

の状況認識の向上，音声通信量の低減，トラジ

ェクトリ予測精度の改善が可能となり，ATCサ

ービスの効率性の向上，管制容量増大，安全性

向上に寄与する[1][2]。 
DAPsのATCへの利用は，欧州を中心に進めら

れている[3]。欧州では，主要な空域内を航行す

る航空機に対して，SSRモードS対応装置の搭載

が義務化されている。日本では平成15年以降，

SSRモードSの運用が開始されている[4]。平成

24年時点では，DAPsの航空管制への導入検討が

進められている。 
DAPsを航空管制に利用するためには，その信

頼性の確保が必要である。しかしながら，航空

機からダウンリンクした実際のDAPsデータに

おいて，異常データが存在することが報告され

ている[5]。また，国際民間航空機関（ICAO; 
International Civil Aviation Organization）の

作業部会において，DAPs導入時の異常データの

対処の必要性が指摘されている[6]。 
これらの問題に対応するため，飛行中の航空

機からダウンリンクしたデータをモニタし，異

常データを検出するシステムの開発が進められ

て い る 。 欧 州 で は ， Eurocontrol の AMP 
(Airborne Monitoring Project)において評価が

行われている[7]。米国では，マサチューセッツ

工科大学（MIT; Massachusetts Institute of 
Technology）リンカーン研究所がDAPsの有効

性を検証するシステムの開発を実施している[8]。 
日本でのDAPs導入に対応するため，電子航法

研究所では，SSRモードS実験局を整備し，DAPs
データの収集を行っている。さらに，導入時の

DAPsの信頼性向上のために，DAPsの有効性評

価システムの開発を進めている。 
評価システムの開発にあたり，上述のMITが

開発したDAPs有効性評価（MDV; MIT DAPs 
Validation）手法の利用を検討している。この

手法は，従来の地上試験方式の問題を解消し，

多数の航空機からダウンリンクされるDAPsデ
ータの有効性を短時間に評価可能とするもので

ある。有効性判定を即時に行うことも可能とな

る。 
当所で開発中のDAPs有効性評価システムに，

MIT手法に基づく異常判定試験を実装し，その

改良を試みた。試験項目として，MDVシステム

で使用されている44項目の試験のうちの36項目

に加え，新たに開発した24項目を追加した。 
実装した試験を用い，当所のSSRモードS実験

局で収集された航空機のダウンリンクデータに

対して評価を行った。 
各試験項目の結果を用いて最終的なDAPsデ

ータの有効性判定を行う際に，考慮すべき事項

ついて検討を行った。 
 
本稿では，2節でSSRモードSによる動態情報

ダウンリンクの概要を述べる。3節でDAPs利用

の利点を説明し，4節でDAPsの課題と対処手法

について解説する。5節にて開発したDAPs評価

システムの内容を説明し，6節において実施した

試験結果を示す。7節では試験結果をDAPs有効

性判定に適用する際の検討事項を記述する。最後

にまとめを述べる。 
 

2. SSRモードSによる動態情報ダウンリンクの

概要 

 



 

 

2.1 ダウンリンク機能 

SSR モード S では，地上のモード S センサか

らの質問に応じて，機上のモード S トランスポン

ダが応答を返す。応答信号に航空機の動態情報を

含めて返信することにより，地上でのデータ取得

が可能となる。（図 1） 
モード S トランスポンダには固有のモード S

アドレスが割り当てられており，地上のモード S
センサから特定の機体に対する個別質問が可能

である。動態情報のダウンリンクには，GICB（地

上 喚 起 Comm-B ；  Ground Initiated 
Communication-B）プロトコルが使用される。 

トランスポンダには，BDS（Comm-B Data 
Selector）レジスタと称される 255 個の記憶領域

がある。モード S トランスポンダに接続された航

法や気象に係るセンサの測定値や FMS の各デー

タは，規定された BDS レジスタの領域に記録さ

れる。搭載されたトランスポンダの能力および機

上装置の装備状況により，ダウンリンク可能なデ

ータは異なり，これらの能力情報もレジスタに格

納される。 
モード S センサは，指定した BDS レジスタの

ダウンリンクを要求する個別質問を行う。トラン

スポンダは，要求された BDS レジスタのデータ

を応答信号に含めて返信する[5][6]。 
なお，モード S センサの同一スキャン中に，1

ターゲット航空機から複数の BDS レジスタのデ

ータをダウンリンクすることが可能である。 
 

 

図 1. モード S システム構成 

2.2 BDSレジスタ 

255 個の各 BDS レジスタには，BDS コード番

号（16 進数（hex）標記で 0x01 から 0xff；以下，

BDS コード xx を用いて各レジスタを BDSxx と

記す）が割り当てられている。各レジスタには

56 ビットのデータが格納される。 
BDS レジスタのフォーマットは，ICAO の規定

に記述されている[9]。2012 年時点で 51 個のレ

ジスタのフォーマットが規定されている。 
本稿での評価対象となる12個のBDSレジスタ

を表 1 に示す。 
BDS10/17/18/19 は，データリンク機能に関す

る機上装置の構成状態やサービス能力を示す情

報を含む。BDS20 には便名が含まれる。 
BDS40/50/60 は，主要な航空機動態情報を含む

レジスタである。BDS40 は，設定された選択高

度に関する情報を含む。BDS50 は，ロール角，

真トラック角，対地速度，トラック角変化率，お

よび真対気速度を含む。BDS60 は，磁方位，指

示対気速度，マッハ数，気圧高度変化率，および

慣性垂直速度を含む。 
欧州では，基本監視（ ELS; Elementary 

Surveillance）および拡張監視（EHS; Enhanced 
Surveillance）と呼ばれるデータリンク機能への 

 
表 1. BDS レジスタ 

BDS 
コード

(hex) 

内容 EHS 
対応 

05 拡張スキッタ・位置 
（飛行中） 

 

10 データリンク能力通報 必須 
17 GICB 能力通報 必須 
18 GICB 稼働状態通報 必須 
19 GICB 稼働状態通報 必須 
20 便名 必須 
30 ACAS RA 

 (Resolution Advisory) 
 

40 選択高度意図 必須 
44 気象情報（定期情報）  
50 トラック・転回通報 必須 
60 針路・速度通報 必須 
65 拡張スキッタ状態情報  

GICB 

コントローラ 

レーダ情報 

表示装置 

収集データ

記憶装置 

質問 

応答 

航空機 

BDSレジスタ 

トランスポンダ 

BDS01 

BDS02 

・・・ 

BDSff 

・ 

・ 

FMS 

高度計

気象計

モードSセンサ 



 

 

対応が段階的に義務化されており，2009 年には

主要な空域での義務化が完了している。ELS で

は， BDS10/17/18/19 の能力通報，および BDS20
の便名が必要である。EHS には，ELS に必要な

レジスタに加え BDS40/50/60 の動態情報が必要

とされる。 
BDS30（ACAS RA）は，航空機衝突防止シス

テム（ ACAS; Airborne Collision Avoidance 
System）に必要なレジスタである。 

BDS05（拡張スキッタ・位置（飛行中））， 
BDS44（気象情報（定期情報）），および BDS65
（拡張スキッタ状態情報）は，EHS では必要で

はないが，自動従属監視（ADS-B; Automatic 
Dependent Surveillance），および将来の導入を

検討されている機能に必要なレジスタである。 
 
3. DAPsのATCへの利用 

DAPsにより，機上の動態情報が地上で取得可

能となる。 
現状では，航空機の磁方位や指示対気速度／マ

ッハ数などを地上側で把握するには，管制官とパ

イロット間の無線通信を用いている。DAPsを用

いることにより，これらの情報取得が自動化され，

作業負荷が低減される。 
また，選択高度情報を地上で得ることにより，

管制官が指示した高度に航空機が従っているこ

との確認作業の効率化，および衝突危険性の状況

認識が容易になる。また，コンフリクト予測検出

手法に用いることにより，安全性の向上にも寄与

することになる[10]。 
さらに，動態情報をトラジェクトリ予測に用い

ることにより予測精度が改善し，効率性の向上お

よび空域容量の拡大が可能となる。 
上記のように，取得した動態情報をATCに利用

することは，効率性や処理容量の向上，および安

全性の向上に寄与する[1][2]。 
 
4. DAPsの問題点と対処手法 

 

4.1 DAPsの問題点 

DAPsを航空管制に利用するためには，その信

頼性が重要になる。しかしながら，欧州でのDAPs
運用開始後，不正確または誤った情報データを送

信する航空機が存在することが報告されている

[5]。 
現在，DAPs機能は認証されていない。このた

め，DAPsデータが正確であることが十分に保証

されておらず，不正確なデータが発生することが

課題として指摘されている。この課題に対処する

ために，欠陥のある機器を特定すべきことが提言

されている[6]。 
 

4.2 MITリンカーン研究所のDAPs評価手法 

DAPsデータの信頼性を確保する手法として，

従来の地上での機上装置の単体試験およびシス

テム全体の試験を適用する方式は，以下の要因に

よる困難さが伴う。即ち，機上装置の複雑性，機

上装置の多様性，試験項目の網羅性，飛行状態の

実現性，即時性への対応が問題となる。 
これらの問題に対処するために，米国のMIT

リンカーン研究所は，航空機からダウンリンクし

たDAPsデータを分析し，異常データを検出する

評価システム（MDV; MIT DAPs Validation）を

開発している[8]。 
MDVでは44項目の試験を実装している。本稿

では，試験項目を静的情報試験と動的情報試験に

分類した。 
静的情報試験は，機器の故障等で機上装置の状

態が変わらない限り，飛行中は変化しない値に対

して実施する。静的情報試験は29項目あり，機上

装置の構成状態，通報能力等の情報がICAOの規

定[12]に従った値であることを確認する試験で

ある。 
動的情報試験は，飛行中に変化する値に対して

実施される。動的試験項目は15項目あり，航空機

の速度やロール角などの値（機上での計測値）が，

レーダ測位値から算出される値と一致している

ことを確認する試験である。 
この試験による評価手法を用いることにより，

多数の航空機からダウンリンクされるDAPsデー

タの有効性を短時間に評価することが可能とな

る。さらにリアルタイム処理化して実装すること

により，実運用中の航空機のDAPsデータの有効

性を，即時に判定可能である等，前項で述べた従

来手法の問題点に対処できる。 
 
5. DAPs有効性評価システムの開発 

当所で開発中のDAPs有効性評価システムの



 

 

開発にあたり，MDV手法に基づく異常判定試験

を実装した。実装した試験内容には，MDVの試

験36項目（静的情報試験27項目，動的情報試験

9項目）に加え，新たに24項目を追加した。 
追加試験項目は，MDV静的情報試験手法に基

づく新たな静的情報試験22項目，および通信・

データ処理エラーによる異常値を検出する試験

2項目である。 
本稿では，静的情報試験および通信・データ

処理エラー検出試験の内容及び試験結果につい

て記述する。 
 

5.1 静的情報試験の内容 

静的情報試験では，ダウンリンクしたBDSレジ

スタの情報（パラメータ）が，ICAO規定の値に

整合していることを検証する。文献[9]には，各

BDSレジスタのフォーマットおよびレジスタに

格納されている個々の情報の内容が規定されて

いる。 
ダウンリンクしたBDSレジスタの内容が規定

に従っている場合，試験結果は正常（合格）とな

り，規定に反している場合，試験結果は異常（不

合格，エラー）となる。 
 

5.1.1 静的情報試験の分類 

静的情報試験の内容を，5種類のタイプに分類

した。以下に，各タイプの内容と試験例を示す。 
本稿では，MIT リンカーン研究所が開発した

評価システムの試験項目の番号を TMxx，当所で

開発した試験項目番号を TExx（xx は数字）と記

す。 
(i) 固定値の確認 

特定の BDS レジスタのビット領域には，

固定値が入力される。この場合，固定値が指

定の値であることを確認する。 
（例） 試験番号<TM13> 

BDS10 の[1:8]ビット領域には，固定

値である BDS コード’0x10’が入力され

ることが規定されている。このため，

BDS10 の当該領域の値が’0x10’である

ことを確認する。 
(ii) 規定された範囲内の値の確認 

特定のビット領域は，その値がとり得る範

囲が規定されている。この場合，値が規定の

範囲内の値であることを確認する。 
（例） 試験番号<TM24> 

BDS20 に含まれる 8 文字の便名文字

は，規定された文字コード値となる。（ア

ルファベット（1 から 26），スペース

（32），数字（48 から 57）のいずれか）。

各文字が，規定された範囲内の値である

こと確認する。 
(iii) 状態フラグの確認 

パラメータには，特定の機能やデータの有

効状態等を示すフラグが含まれる。対応する

機能や情報が有効な場合，当該フラグが適切

に設定されていることを確認する。 
（例） 試験番号<TM15> 

EHS 対応機は，モード S 固有サービ

スは有効である。このため，BDS10 の

モード S 固有サービス能力フラグが’1’
（能力有り）であることを確認する。 

(iv) 有効データの存在確認 
BDS17 は，各 BDS レジスタに有効な情報

が書き込まれていることを示すフラグビッ

トから成る。BDS17 中の有効フラグが’1’に
設定されている BDS に有効なデータが実際

に存在することを確認する。 
（例） 試験番号<TM28> 

BDS40 には，5 個のデータが含まれ

ており，各データに対して有効フラグが

ある。BDS40 は，BDS17 中の BDS40
有効フラグが’1’（ 有効なデータが存在

している）の場合にダウンリンクされる。

このため，ダウンリンクされた BDS40
中の少なくとも１つのデータ有効フラ

グが’1’（有効）であることを確認する。 
 (v) 無効データ領域・予約領域の値の確認 

BDS のデータ領域には，対応する有効フ

ラグによって有効／無効状態が示されるデ

ータ領域，または予約領域が存在する。無効

データ領域（対応する有効フラグが’0’値にな

っているデータ領域）および予約領域が’0’
値になっていることを確認する。 
（例） 試験番号<TM30> 

BDS40 中のデータ有効フラグが ’0’
（無効）となっているデータ領域は，’0’
であることを確認する。 



 

 

5.1.2 静的情報試験項目 

当所で開発中のDAPs有効性評価システムに

実装した静的情報試験は，下記の試験項目から

なる。 
 

(1) MDV 静的情報試験 

MDV では， EHS に必要な BDS レジスタ

（BDS10/17/18/19/20/40/50/60）およびACAS 
RA（BDS30）に対する静的情報試験を実施する。

このうち27項目を実装した。 
 

(2) 追加BDSレジスタ静的情報試験 

MDV の静的情報試験手法に基づき，BDS10 に

対する追加試験 1 項目，および将来の ATC での

利 用 が 検 討 さ れ て い る BDS レ ジ ス タ

（BDS05/44/65）に対する試験 4 項目を実装した。 
 

(3) レジスタ間の相関事項に対する試験 

異なる BDS 間の情報に相関がある場合がある。

例として，BDS40 に関する有効状態フラグ

（BDS17 中）と実装状態フラグ（BDS19 中）の

値は一致するべきである。別の例としては，

BDS40 が有効であるためには，BDS10 中のモー

ド S 固有サービス能力フラグが「能力あり(=’1’)」
である必要がある。 
これらの試験項目として，17 項目を実装した。 
相関のある BDS レジスタは，必ずしも同一の

タイミングでダウンリンクされない。従って，航

空機がレーダ覆域内で継続して捕捉されている

期間（一航跡の期間），当該航空機からダウンリ

ンクされた最新の BDS レジスタの値を保持する

アルゴリズムを実装し，相関事項に対する試験を

実施している。 
 

5.2 通信・データ処理エラー検出試験 

DAPs評価の初期解析結果において，通信・デ

ータ処理エラーによる下記の2種類の異常値の

存在が確認された。 
(1) ゼロ BDS 

BDSレジスタの全56ビットが’0’値となる 
(2)BDS スワップ 

同一スキャンで同一機体から複数の BDS
レジスタをダウンリンクした際に，全 56 ビ

ットが異なる BDS レジスタで同じ値となる 
BDSスワップの例を表2に示す。 
これらの2種類の異常を検出するために，試験

2項目を実装した。 
 

6. DAPs評価試験結果 

 
6.1 DAPsデータ収集 

電子航法研究所では， GICB 機能を持つ SSR
モード S 地上局を整備し，運用している。 
設置場所は調布本所であり，周期は 10 秒，覆

域半径は最大 250NM である。覆域には，東京国 

 
図 2 調布実験局の監視覆域 

（内側から高度 1 万,2 万,3 万,4 万フィートの覆域） 
 

表 2. BDS スワップ発生例 
スキャン時刻 08:05:35 08:05:45 08:05:55 

BDS05 605f80c056966f a3280030a40000 605f845303ce8d 

BDS40 a3280030a40000 a3280030a40000 a3280030a40000 

BDS50 fff8cf1f800489 a3280030a40000 ffb8cf1f80048a 

BDS60 cc299f1b7ffc00 cc399f1b600401 cc399f1ba00400 
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際空港（羽田空港）および新東京国際空港（成田

空港）のターミナルエリアが含まれており，国内

で最もトラフィックの多い空域をカバーしてい

る（図 2）。 
試験には，2011年6月から2012年10月（1年5

ヶ月間）に収集されたデータを使用した。 
 

6.2 試験結果 

6.2.1 通信・データ処理エラー検出試験結果 

通信・データ処理エラー検出試験の結果を表 3
に示す。全 56 ビット’0’値 BDS の存在は，0.01%
弱の割合で発生していた。BDS スワップの発生

頻度は，百万分の一程度（全期間中のデータで

27 回）であった。 
 
表 3. 通信・データ処理エラー検出試験結果 
試験 
番号 

試験内容 試験回数 
総回数 異常回数 

TE62 ゼロ BDS 39,091,727 3,022
TE63 BDS スワップ 39,091,727 27

 
 
6.2.2 静的情報試験結果 

通信・データ処理エラーが検出されたターゲ

ットデータを除き，静的情報試験を実施した結果

（代表例）を表4に示す。 

試験結果には， 
・ 試験を実施した総回数・異常判定回数 
・ 試験を実施した機数・異常判定が 1 回以上

発生した機数 
を示す。 
不合格となった結果に関して，特徴的な事項を

以下に記述する。 
 

(1) モードSサブネットバージョンの異常値 

試験番号<TM14>は，BDS10中のモードSサブ

ネットバージョンがDAPs対応のバージョン（3
または4）で製造されていることを確認する試験

項目であるが，8割以上の機体で条件が満たされ

ていなかった。 
モードSサブネットバージョン情報が適切に設

定されていない航空機が存在する問題は，既に

ICAOの作業部会でも報告されており[7]，今回の

試験結果とも合致する。 
 

(2) BDS20/BDS30の状態フラグの異常値 

BDS20 （便名情報）（ <TM16>, <TE12>, 
<TE19>）およびBDS30（ACAS RA）（<TE23>, 
<TE24>）の状態フラグに関する異常値が，１％

以上の機体で確認された。 
機体で一貫して不合格となる場合は，当該機体

におけるフラグの設定が不適切であると考えら 

 
 

表 4 静的情報試験結果（抜粋） 

試験 
番号 

対象 
BDS  

試験内容 
試験回数 機数 

総回数 異常回数 総機数 異常発生

機数 

TM14 10 モード S サブネットバージョン=’3’,’4’ 355,834 299,651 3,192 2,568 

TM16 10 便名情報能力フラグ=’1’ 355,834 4,401 3,192 102 

TE12 17,18 
BDS20 データ有効フラグ 
= 実装済みフラグ 

384,281 1,274 3,187 73 

TE19 18 BDS20 実装済みフラグ=’1’ 372,161 44 3,161 15 
TE23 18 BDS30 実装済みフラグ=’1’ 620 34 106 4 
TE24 10 ACAS 稼動状態フラグ=’1’ 626 33 106 1 
TM24 20 文字コード=便名文字規約コード 405,619 1,091 3,173 104 
TM25 20 スペース埋め 405,619 12 3,173 3 
TM29 40 予約領域＝’0’ 37,657,551 416 3,192 1 
TM30 40 無効データ領域＝’0’ 37,657,551 416 3,192 1 



 

 

れる。機体で正常値と異常値が検出される場合は，

フラグ情報を含むBDSレジスタ（BDS10/18）と，

BDS20/BDS30が異なるスキャンでダウンリン

クされている場合があるため，フラグ設定のタイ

ミングが不適切であることが原因である可能性

がある。 
 
 (3)文字コードの異常値 

BDS20（便名情報）の文字情報に関して

（<TM24>, <TM25>），規定されていない文字

コードの使用や，規定に従ったスペース埋めがな

されていないことによるエラーが検出された。 
これらは，機上装置の不具合ではなく，便名情

報の入力時に，不適切な文字コードを入力してい

ることが原因である。 
 

(4)機上装置の故障による異常値 

BDS40 に 関 す る 試 験 （ <TM29> お よ び

<TM30>）において， 1機体（2航跡）で異常結

果が検出された。 
当該航空機は，試験期間中に2航跡のみが記録

されており，１回目の航跡の一部，および２回目

の航跡の全部のBDS40のデータに，異常（'0’値

であるべきビットが’1’になっている異常）が

発生していた。１回目の航跡中に一部正常なデー

タが記録されていたため，機上装置の故障による

異常値であると考えられる。 
 

7. DAPsデータの有効性判定方法の検討 

試験結果から，通信・データ処理エラー検出試

験および静的情報試験により異常が確認された。

本手法でDAPsデータの異常値検出が可能である

ことが検証された。 
最終的にDAPsデータをATCサービスに利用

するために，有効性判定に試験結果を適用する場

合には，以下の事項の検討が必要となる。 
 

7.1 判定対象となるデータ範囲・期間 

(1) 判定対象データの範囲 
静的情報試験では，BDSレジスタ中のビットま

たはフィールド情報の値の整合性を確認してい

る。有効性判定の対象としては，当該情報のみ，

当該BDSレジスタ，当該情報が関連するデータ

（他のBDSレジスタ），当該機体からの全DAPs

データ，等が考えられる。 
(2) 判定対象データの期間 
評価試験を実施したスキャン時のデータのみ，

異常検出された以降のフライト中，機体の機上装

置の信頼性が確認されるまで，等が考えられる。

同一機体からのDAPsデータに対する試験の結果

が変わった場合の判定方法も検討が必要である。 
 

7.2 異常発生の原因 

異常発生原因としては， 
・ 機上装置の故障 
・ 機上装置の不適切な設定 
・ データ通信時・処理時のエラー 
・ 機上センサの計測エラー 

がある[11]。 
異常発生の原因により，上記の判定の対象デー

タ範囲・期間は異なる。例えば，偶発的な通信エ

ラーの場合は，当該データのみを対象とすること

が可能であるが，不適切な設定または故障が原因

の場合は，不具合が解消されるまでは有効性は確

保されない。 
単一の評価試験結果のみでは，原因を特定する

ことは困難である場合が多いため，原因を推定で

きる方式の検討，または統計的な解析を行う必要

がある。 
 

8. まとめ 

DAPsを適切に運用することにより，将来の航

空管制や航空機運航の効率性および安全性の向

上が期待される。DAPs導入時に必要なデータの

信頼性を確保するため，電子航法研究所におい

て有効性評価システムの開発を進めている。開

発にあたり，米国MITリンカーン研究所が開発

した手法を適用した。 
当該手法は，飛行中の航空機からダウンリン

クされた動態情報の有効性を評価する。この手

法を用いることにより，多数の航空機からダウ

ンリンクされるDAPsデータの有効性を短時間

に評価することが可能となる。 
有効性評価システムには，MITが開発した静

的情報試験に加え，将来利用されるDAPsデータ

に対する試験項目を追加した。さらに，通信・

データ処理エラーを検出する試験項目を実装し

た。 



 

 

開発したシステムの評価のため，電子航法研

究所SSRモードS実験局で収集されたDAPsデー

タに対して，試験を実施した。 
試験結果の分析から，BDSレジスタデータの

全56ビットが‘0’になっている事例，および複

数のレジスタ値が同一スキャン中の他のレジス

タの値としてなっているBDSスワップの事例が

確認された。 
上記に加え， 
・ 機上装置の故障による異常 
・ 通信時・データ処理時のエラーによる異常 
・ 機上装置の不適切な設定による異常 
・ 不適切な入力データによる異常 

を原因とする異常データが検出された。 
今回開発したDAPs評価試験を用いることに

より，異常データ検出が可能であることが確認

された。 
DAPsデータをATCサービスへの利用するた

めには，本試験を利用した有効性判定方法の検

討を進める必要がある。 
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